
 

〇京田辺市文化振興計画実現モデル事業補助金交付要綱 

令和８年３月３１日 

告示第６６号 

 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、京田辺市文化振興計画の推進を図り、文化芸術の力を活用

して、子育て、教育、福祉等の幅広い分野における社会的課題の解決、心豊か

な市民生活の実現及び都市の魅力の創造に寄与することを目的として、市民が

主体となって行う文化芸術事業に要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付

に関する規則（平成２年京田辺市規則第１９号）及びこの告示に定めるところ

により、京田辺市文化振興計画実現モデル事業補助金（以下「補助金」という

。）を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（対象分野） 

第２条 補助金を交付する事業の対象となる文化芸術の範囲は、次のとおりと

する。 

（１） 音楽、美術、写真、演劇、舞踊、文学、映画等のメディア芸術、芸 

能、伝統芸能（能、狂言その他の我が国古来の伝統的な芸能をいう。 

）、茶道、華道、書道その他これらに類するもの 

（２） その他市長が適当と認めるもの 

（補助金の区分及び対象事業等） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、補

助金の交付を受けようとする者が自ら企画し、広く市民を対象として、新規

に又は内容を拡充して実施する事業であり、文化芸術の力を活用した地域課

題の解決又は本市の魅力向上に資するものとする。 

２ 補助事業は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 文化芸術活動スタートアップ支援事業 市内を拠点として行う文化

芸術活動であって、新規に又は内容を拡充して実施する事業のうち、

地域課題の解決又は市民の文化芸術活動の裾野拡大に資するもの 



（２） 文化芸術による魅力創造・展開事業 文化芸術の力を活用し、分野

横断、多主体連携、対外発信等により、本市の魅力の創出、向上及び

波及効果が見込まれる事業 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助事

業としない。 

（１） 関係者のみを対象とする事業 

（２） 政治、宗教若しくは選挙活動を目的とする事業又は営利を目的とす 

   る事業 

（３） 公序良俗に反する事業又は反するおそれがあると認められる事業 

（４） 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体が主催し、又は共催す 

る事業 

（５） 京田辺市から他の補助金等の交付を受けている事業 

４ 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各

号のいずれにも該当する団体とする。 

（１） 京田辺市を拠点とした文化芸術等の活動を行う団体であること。 

（２） 事務局など活動の拠点が市内であること。 

（３） ３名以上で構成され、構成員の過半数が京田辺市民であること。 

 （４） 国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これに準じるものを出

資している団体でないこと。 

５ 第２項第１号に掲げる補助事業について、同一の補助事業への補助金の交 

付は、連続する３年度を上限とする。この場合において、複数年度にわたっ 

て補助金の交付を申請するときは、年度ごとに申請を行い、審査を受けるも 

のとする。 

６ 補助対象者が、第２項第２号に規定する補助事業について補助金の交付を 

申請するときは、概ね３年以上にわたり文化芸術活動を行った実績を有する 

者でなければならない。 

７ 補助事業の実施期間は、補助金交付決定を受けた日から同一年度の３月末

日までとする。 

 （補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は



、補助事業の実施に要するもので、別表に定める費目のうち、市長が補助事

業の実施に必要があると認めるものとする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で、次に掲げるとおりとする。 

（１） 文化芸術活動スタートアップ支援事業 補助対象経費の３分の２以

内（算出された額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた

金額）とし、１０万円を限度とする。 

（２） 文化芸術による魅力創造・展開事業 補助対象経費の３分の２以内

（算出された額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金

額）とし、５０万円を限度とする。 

 （補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。

）は、市長が定める期限までに、京田辺市文化振興計画実現モデル事業補助

金交付申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し

なければならない。ただし、申請することができる補助事業は、第３条第２

項各号に掲げるもののいずれかとする。 

 （１） 事業計画書（別記様式第２号） 

 （２） 収支予算書（別記様式第３号） 

 （３） 申請団体情報（別記様式第４号） 

 （４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る事業

計画について、外部有識者の意見を聴取した上で審査するものとする。この

場合において、必要に応じて、申請者から事業計画の内容等を聴取すること

ができる。 

２ 市長は、前条の規定による審査を行い、補助金の交付を決定したときは京

田辺市文化振興計画実現モデル事業補助金交付決定通知書（別記様式第５号

）により、補助金を交付しないと決定したときは京田辺市文化振興計画実現

モデル事業補助金不交付決定通知書（別記様式第６号）により、申請者に通

知するものとする。 



 （補助金の交付の条件） 

第８条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」

という。）は、補助事業の実施に当たり、次に定める条件を遵守しなければ

ならない。 

 （１） 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。 

 （２） 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分について変更（軽

微な変更を除く。）し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しよう

とするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、補助金

の額を増額する内容の変更を申請することはできない。 

 （３） 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困

難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受け

ること。 

 （４） 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入 

及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を 

補助金の額の確定の日（補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合 

には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管するこ

と。 

（５） 補助金の交付決定の内容又は法令若しくはそれに基づく市長の処分

に違反したときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならない

こと。 

（経費配分等の軽微な変更） 

第９条 前条第２号の軽微な変更は、補助事業の目的及び内容の本質に影響を

及ぼさない変更であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

（１） 事業実施日程、実施場所、実施体制その他事業運営上の変更であっ

て、市長が軽微と認めるもの 

 （２） 補助対象経費の費目間の配分変更であって、各費目における増減が

当該費目の２０パーセント以内であるもの 

（交付申請の取り下げ） 

第１０条 補助事業者は、交付決定の通知を受けた日から起算して１０日以内

に交付申請を取り下げることができる。 



（補助事業の変更） 

第１１条 補助事業者は、第８条第２号の規定により、補助事業の内容又は経

費配分を変更しようとするときは、あらかじめ京田辺市文化振興計画実現モ

デル事業補助金変更交付申請書（別記様式第７号）に第６条各号に掲げる書

類のうち、市長が必要と認めるものを添えて提出し、その承認を受けなけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定に係る事項の変更を承認したときは、

京田辺市文化振興計画実現モデル事業補助金変更交付決定通知書（別記様式

第８号）により、補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１２条 補助事業者は、京田辺市文化振興計画実現モデル事業補助金実績報

告書（別記様式第９号）を補助事業が完了した日（以下「完了日」という。

）の翌日から起算して３０日以内又は完了日の属する年度の翌年度の４月１

０日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による実績報告を行うに当たっては、次の書類を添付しなけれ

ばならない。 

 （１） 事業実施報告書（別記様式第１０号） 

 （２） 収支決算書（別記様式第１１号） 

（３） 補助対象経費の領収書又は支払った金額等が確認できる書類 

 （４） 前３号に規定するもののほか、市長が必要と認める書類 

 （補助金の確定通知） 

第１３条 市長は、前条第１項の規定による実績報告があったときは、その内

容を審査し、交付すべき補助金の額を確定した上で、京田辺市文化振興計画

実現モデル事業補助金確定通知書（別記様式第１２号）により、補助事業者

に通知するものとする。 

 （補助金の請求等） 

第１４条 補助事業者は、前条の確定通知を受けたときは、京田辺市文化振興

計画実現モデル事業補助金交付請求書（別記様式第１３号）を市長に提出し

なければならない。 

２ 市長は、前項の交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付する



ものとする。 

（調査等） 

第１５条 市長は、補助金を交付するため必要があると認めるときは、補助事

業者に対して必要な報告をさせ、又は職員をして事業に係る帳簿その他の書

類を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

（成果の公表等） 

第１６条 市長は、補助事業の成果について、報道機関若しくは各種媒体等を

通じて公表し、又は事業報告会等において補助事業者に発表を求めることが

できる。 

２ 前項の規定による公表等を行う場合において、市長が補助事業者に協力を

求めたときは、補助事業者はこれに協力しなければならない。 

（委任） 

第１７条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

別表（第４条関係） 

費目 内容 

消耗品費 事業との関連性が認められるもので単価３万円未満（税

込）の文具代、インク代、用紙代等 

印刷製本費 印刷費（プログラム、入場券、チラシ、ポスター、アン

ケート用紙、デザイン料、図録）、展示資料作成費等 

通信運搬費 案内状、チラシ送付、出演者等への連絡に係る郵送料等 

記録費 録画費、録音費、写真費等 

宣伝費 広告宣伝費、宣伝デザイン料等 

手数料 振込手数料等 

保険料 参加者等にかかる催事保険料等 



作品制作関連費 ソリスト料、合唱料、指揮料、出演料、作詞・作曲料、

演出料、音響・照明料、舞台美術・衣装等デザイン料、

著作権使用料、専門指導料等 

謝金 外部講師謝金、審査員謝金、手話通訳謝金、要約筆記謝

金、託児謝金、ガイドスタッフ謝金、会場整理員謝金等

※支出先が明確でない商品券等の金券は、対象外とす

る。 

委託料 警備、受付業務、会場整理業務等 

使用料及び賃借料 会場及び施設使用料、付帯設備費、借上自動車代等 

その他 市長が必要と認める経費 

 


